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（いわゆる「駐車マス」のこと。）

　都市計画区域内において、路外駐車場（自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上

であるもの）でその利用について駐車料金を徴収するもの。



　また、届け出てある管理規程を変更したときは、10日以内に届け出なければならない。　

[別紙　駐車場管理規定例（Ｐ10～14）参照]

（建築物の内部にあるものを除く）

の

認定書の写し及び特殊装置設置計画書を添付

[別紙様式１（Ｐ8～9）]

横断歩道橋及び橋　　　　　　



　路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止・廃止した時は、10日以内

に届け出なければならない。

　また、現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開した時も、10日以内に

届け出なければならない。

ｂ．路外駐車場管理者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所

　の所在地並びに代表者の氏名及び住所）

ｃ．路外駐車場の供用時間に関する事項

ｄ．駐車料金に関する事項

ｅ．路外駐車場の供用契約に関する事項

ｆ．国土交通省令で定める事項

[別紙様式2（Ｐ15）]



ニ．幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、

　児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口

　から20ｍ以内の部分

イ．橋、幅員が6ｍ未満の道路又は縦断勾配が10％を超える道路　　　　　　　

（駐車場法施行令第7～15条）



ｂ．駐車ます（スペース）の大きさの参考例（道路構造令による）　　　　　
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外

特定防火設備によって区画しなけれ

ばならない。

　建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積1㎡につき毎時14㎥以上直接

外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の

開口部を有する階で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の10分

の1以上であるものについては、この限りではない。

(5)特殊の装置

　　特殊の装置（機械式駐車装置）を用いる路外駐車場には、国土交通大臣がその装置が構

　造及び設備の基準と同等以上の効力があると認める場合においては、この基準は適用しな

　い。



※　届出が必要かどうか判断が難しい時には、都市計画課までお問い合わせください。



別紙様式１

磐　田　市　長　殿　　　　　　　

（押印不要）

駐車場管理者の氏名
又は名称及び住所

磐田市

－8－



－9－



－10－

（国土交通省策定）



－11－



－12－



－13－



－14－



－15－

駐車場の面積

休止(廃止,再開)日


